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	平成22年6月7日付け22消安第2170号をもって諮問された組換えDNA技術応用飼料の安全性確認について「組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続を定める件」（平成14年11月26日付け農林水産省告示第1780号。以下「確認手続」という。）に基づき確認を行った。その結果は次のとおりである。

	06-1 【GMO】Btダイズ諮問　施行（写）

